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会  議  録 

 

会 議 名 令和元年度第１回  野田市生涯学習審議会  

議 題 及 び 議 題 

毎 の 公 開 又 は  

非 公 開 の 別  

＜議題＞  

１  会長及び副会長の選出について（公開）  

２  令和元年度の公民館前期主催講座について（公

開）  

日 時 
令和元年８月６日（火）午前 10 時から 11 時 50 分

まで  

場 所 野田市中央公民館  講堂  

出 席 委 員 氏 名  

梅澤  一久、河内  賀子、佐藤  秀夫、  

茂呂  嘉男、横川  しげ子、戸張  泰、  

鈴木  昭夫、髙井  千鶴、髙倉  明実、  

石井  佐喜子、松川  豊、山田  喜美子、  

染谷  渉、山﨑  廣司、芝田  榮太郎、  

林  正子、鷲尾  真由美、近田  孝夫、  

近藤  千恵子  

欠 席 委 員 氏 名  小林  美うみ  

事 務 局 

佐藤   裕（教育長）  

宮澤  一弥（生涯学習部長）  

川野  尚武（生涯学習課長）  

峯崎  光春（生涯学習課長補佐）  

岡安  智彦（中央公民館長）  

堀江  幹雄（東部公民館長）  

北川  義行（南部梅郷公民館長）  

伊藤  公夫（北部公民館長）  

清次  一平（川間公民館長）  

齋藤  てる（福田公民館長）  

橋本  光利（関宿中央公民館長）  

冨田   広（関宿公民館長）  

林    輝（二川公民館長）  

鈴木壽三夫（木間ケ瀬公民館長）  

尾島   孝（野田公民館長）  

高林  雅行（生涯学習課生涯学習振興係長）  

志賀  純子（生涯学習課生涯学習振興係主任主事）  

傍 聴 者 １名  

議 事 
令和元年度第１回  野田市生涯学習審議会の会議

結果（概要）は、次のとおりである。  

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

＜挨拶＞ 

３ 生涯学習審議会委員紹介 
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＜事務局から委員を紹介＞ 

＜事務局から、委員 20 人中 19 人が出席しているため、野田市生涯学習審議会条例

第６条第２項の規定に基づき会議が成立していることを報告＞ 

 

＜事務局から、生涯学習審議会委員の役割について説明＞ 

 

＜事務局から、「野田市審議会等の会議に関する要項」に基づき、本日の会議を公

開と考え、市ホームページに掲載していることを説明し、承認する。＞ 

 

 ＜会議資料等のホームページへの掲載について、総務課から説明＞ 

  ・会議録の概要版をホームページに掲載することを決定 

  ・会議録では、発言した委員の氏名を記載せず、アルファベットで「Ａ委員、Ｂ

委員」と記載することを決定 

  ・会議資料をホームページに掲載することを決定 

  ・委員名簿をホームページで公表することを決定 

  ・委員名簿には、氏名、任期、選出区分、選出団体等の項目を載せることを決定 

 

＜傍聴者１名の入室を許可＞ 

 

４ 議題 

（１） 会長及び副会長の選出について 

佐藤教育長 野田市生涯学習審議会条例第５条では、会長及び副会長を置き、委員の

互選とすると規定されています。いかがいたしましょうか。 

 

Ａ委員 指名推薦がよいと思います。 

 

佐藤教育長 指名推薦との御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 

 ＜異議無し＞ 

 

佐藤教育長 御異議がないようですので、指名推薦により選出します。どなたか、会

長に推薦ございますか。 

 

Ａ委員 鈴木委員にお願いしてはどうでしょうか。 

 

佐藤教育長 ただ今、鈴木委員に会長をお願いしたいとの御意見がありましたが、い

かがでしょうか。 

 

 ＜異議無し＞ 

 

佐藤教育長 御異議がないようですので、会長は鈴木委員に決定いたしました。 

それでは、会長が決まりましたので、野田市生涯学習審議会条例第６条第１項

の規定に「審議会の会議は、会長が召集し議長となる」となっておりますので、

議長を交代いたします。 

 

＜議長交代・会長挨拶＞ 
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会長（以下、「議長」と言う。） 続いて、「副会長の選出について」を議題といたし

ます。副会長についても、会長同様、委員の互選によるということになっており

ます。いかがいたしましょうか。 

 

Ｂ委員 指名推薦がよいと思います。 

 

議長 指名推薦との御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 

 ＜異議無し＞ 

 

議長 御異議がないようですので、指名推薦により選出します。どなたか、副会長に

推薦ございますか。 

 

Ｂ委員 山﨑委員にお願いしてはどうでしょうか。 

 

議長 ただ今、山﨑委員に副会長をお願いしたいとの御意見がありましたが、いかが

でしょうか。 

 

 ＜異議無し＞ 

 

議長 御異議がないようですので、副会長は山﨑委員に決定いたしました。 

 

 ＜副会長挨拶＞ 

 

（２） 令和元年度の公民館前期主催講座について 

議長  それでは、議題２「令和元年度の公民館前期主催講座について」

事務局から説明をお願いします。  

 

 ＜事務局説明＞  

 

Ｃ委員  事前に資料が配られているので、ポイントのみを説明してほし

いと思います。時間短縮になると思います。  

 

Ｄ委員  公民館運営審議会では詳細な説明をしていただいておりました

が、生涯学習全般の審議会となりましたので、改めて全館からの説

明をいただかなくてもよいのではないかと思います。公民館の企画

立案ということもございますので、早急に後期の講座案を作成し

て、２年後、長期的に、公民館の講座としてどのようなものがあっ

てもよいのかということを議論することもよいのではないかと思い

ます。  

 

Ｃ委員  生物多様性講座について、各公民館で行われておりますが、参

加人数が少ない公民館があるのはなぜでしょうか。せっかく、生物

多様性ということで野田市の中心的な方針として行っているにもか

かわらず、例えば 20 人募集して５人しか集まらない公民館がありま

す。  
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生涯学習部長  御指摘のとおりだと思っております。生物多様性とは、

専門家の方はそういう言葉をおっしゃるのですが、一般の方にはな

じみが少ない、イメージができないと思っております。野田市とし

ては、生物多様性をアピールしたいのですが、言葉が難しいと思っ

ており、もう少しかみ砕いて分かりやすい表現ができないものかと

考えております。なかなか伝わっていないということは市も承知し

ており、もし、いい御意見があれば参考にさせていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

Ｄ委員  先ほどの委員の意見を受け、次回から、各公民館長からの説明

を省略して、事前に資料を配ってあるのですから、会議は委員から

の質問を受ける場として進めてはいかがでしょうか。  

 

生涯学習課長  次回からの進め方を見直しさせていただきます。  

 

Ｅ委員  今の意見に関連しますが、それぞれの公民館長の思い入れがあ

ると感じました。その辺りも考慮していただければと思います。  

 

生涯学習課長  各公民館長も、知恵を絞って講座を企画しておりますの

で、講座の狙いなどに絞って、説明を簡単に行うようにしたいと思

います。残りの部分は資料を御覧になっていただくなど、次回まで

に検討してまいります。  

 

Ｆ委員  各公民館で自然観察などを実施されていることに関連して、質

問させてください。私たちの団体でも自然観察を行っております

が、活動の中で特定外来生物を捕獲してしまうことがあります。公

民館では、このような場合、どのように処理しているのでしょう

か。特定外来種のカメなどを釣り上げてしまう場合があります。戻

してしまうこともできないと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

北部公民館長  講師の指導の下、観察のみを行っています。捕獲、採集

はしておりません。  

 

Ｆ委員  子供たちの一般的な遊び、活動の中では、どうしても捕獲をし

てしまう場合があるのです。そのときに、どのようにしたらよいの

でしょうか。  

 

生涯学習部長  会議終了後に、事務局から担当部局へ確認し、委員へ御

連絡いたします。  

 

議長  野田市は、近隣市と比べて公民館が多く、すばらしいことだと思

っております。社会教育に求められるものは大きく、特に人と人と

の関わりが重要だと思っております。今後とも、委員の皆様の知恵

をお借りして、すばらしい野田市のために活動していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

それでは、ほかに御意見がないようですので、議題２「令和元年度

の公民館前期主催講座について」、承認することとしてよろしいです
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か。  

 

 ＜異議無し＞  

 

議長  それでは、「令和元年度の公民館前期主催講座について」を承認す

ることを決定しました。次に、事務局から報告事項がありますの

で、お願いします。  

 

５ 報告事項 野田市生涯学習センターの設置について 

 ＜事務局説明＞  

 

議長  事務局の説明に対して、御意見、御質問はございますか。  

 

Ｂ委員  生涯学習センターの申込方法などは、公民館と同じ方法でしょ

うか。また、減免の措置がありますが、事前申請を行った団体は、

生涯学習センターへ改めて申請しなければいけないのでしょうか。  

 

生涯学習課長  生涯学習センターの利用申込方法、減免につきまして

は、これまでどおりです。変更点はございません。  

 

Ｂ委員  分かりました。  

 

生涯学習部長  減免の関係でございますが、当面は今までどおりでござ

います。野田公民館と中央コミュニティ会館が生涯学習センターに

なったからといって、すぐに取扱いが変わることはありません。た

だ、今後の審議会において公民館の使用料と生涯学習センターの利

用料の減免の基準、これは非常に難しいのですが、事務局で案を作

り、どのように取り扱っていくべきか、皆様から御意見を頂きたい

と考えております。公民館、生涯学習センターと、この審議会の対

象ではありませんが、コミュニティ会館との整合も図っていかなけ

ればなりません。この審議会で頂く御意見が大きく関わっていくの

かなと思っております。よろしくお願いしたいと思います。  

 

 ＜議長、所用のため退席し、副会長が議長代理を務める。＞  

 

副会長（以下、「議長代理」と言う。） よろしいですか。 

 

Ｂ委員  分かりました。  

 

議長代理  それでは、その他、事務局から説明をお願いします。  

 

６  その他  

 ＜事務局から、令和元年度東葛飾地区社会教育連絡協議会等の日程に

ついて等説明＞  

 

議長代理  事務局へ一点お願いしたいと思います。各公民館で、生物多

様性に関する講座が行われております。どのような講座かというこ
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とについて、次回の審議会の際に、野田市の総合計画に基づいて実

施しているということで、その内容の文書を各委員に配布していた

だければ、なぜ野田市の公民館で生物多様性の講座を行っているの

かを理解していただけると思います。よろしいでしょうか。  

 

生涯学習課長  分かりました。  

 

７  閉会  

議長代理  他に御意見、御質問がないようですので、以上をもちまし

て、令和元年度第１回野田市生涯学習審議会を閉会いたします。委

員の皆様には長時間にわたり御審議いただきまして、誠にありがと

うございました。  

 


